
攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例
（未定稿）

生産局総務課生産推進室

実務担当者向け資料

平成27年1月



目 次

【取組事例】

効率的機械利用体系
構築事業

集出荷・加工処理体制
合理化推進事業

水稲 大豆 野菜 果樹 その他

1 青森県 ○ ○

2 宮城県 ○ ○

3 宮城県 ○ ○

4 宮城県 ○ ○

5 宮城県 ○ ○

6 秋田県 ○ ○

7 秋田県 ○ ○

8 秋田県 ○ ○

9 山形県 ○ ○

10 福島県 ○ ○

11 栃木県 ○ ○

12 千葉県 ○ ○

13 神奈川県 ○ ○

14 静岡県 ○ ○

15 富山県 ○ ○ ○

16 岐阜県 ○ ○

17 岐阜県 ○ ○

18 愛知県 ○ ○

19 三重県 ○ ○

20 滋賀県 ○ ○

21 滋賀県 ○ ○

22 京都府 ○ ○

23 兵庫県 ○ ○

24 奈良県 ○ ○

25 和歌山県 ○ ○

備考

事業名

府県名頁

品目名
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効率的機械利用体系
構築事業

集出荷・加工処理体制
合理化推進事業

水稲 大豆 野菜 果樹 その他

1 － ○ ○

2 － ○ ○

3 － ○ ○

4 － ○ ○

5 － ○ ○

6 － ○ ○ 　都道府県協議会特認（主食用米→飼料用米）

7 － ○ ○ 　　　　　  　〃　　　　　　　（主食用米→稲ＷＣＳ）

8 － ○ ○ 　　　　　  　〃　　　　　　　（主食用米→加工用米）

9 － ○ ○ 　　　  　　　〃　　　　　　　（主食用米→小麦）

10 － ○ ○ 　　  　　　　〃　　　　　　　（主食用米→大豆）

11 － ○ ○ 　　  　　　　〃　　　　　　　（主食用米→小麦）
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本事例は、各都道府県における「攻めの農業実践緊急対策事業」の取組事例を簡潔
に取りまとめていただいたものであります。
実際のプランの作成に当たっては、農林水産省ホームページに掲載している

① 攻めの農業実践緊急対策実施要綱
② 攻めの農業実践緊急対策実施要領
③ 攻めの農業実践緊急対策Ｑ＆Ａ（未定稿）
を十分確認した上で取組んでいただくようお願いします。

本事例の活用に当たっての注意事項



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （青森県）

事業実施主体等

農業生産法人
（63ｈａ）

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○町地域協議会
事業実施地区：青森県○○町
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：40百万円（うち国費16百万円）

農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の耕起・代かき作業（トラク
ター、ロータリー、ハロー）、田植作業（田植機）、収穫作業（コンバイン）、
乾燥調製作業（乾燥機、籾摺機、米選機）を、平成27年産から地域の担い手で
ある農業生産法人に一元化。
これにより、水稲の生産コストは地域の平均的コストに比べ27％削減
（実績比：▲5％（25年産 9,800円/60kg → 28年産9,300円/60kg））

・農業生産法人と農業者Ａ～Ｅで、トラクター、田植機、
コンバイン、乾燥機等を個々に所有。（計52台）

・全作業面積76haに対応するため、新たに高性能機械をリース導入。（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（4ｈａ）

取組前後の状況

農業者Ｂ（4ｈａ）

農業者Ｅ（3ｈａ）

農業者Ｄ（1ｈａ）

農業者Ｃ（1ｈａ）

・農業生産法人で、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥
機等を所有。（計15台（再利用6台＋新規9台（※）））
・既存機械46台は用途変更または廃棄（事業活用なし）

※ 機械の単純更新は含まれていない。

助成金の活用状況

農業生産法人（担い手）

76ha
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （宮城県 ①）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○町地域水田農業推進協議会
事業実施地区：宮城県○○町
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：そば
事業費 ：8百万円

（うち国費4百万円）

農業者Ａ（44.2ｈａ）

取組前後の状況

46.9ha農業者Ｂ（0.3ｈａ）

農業者Ｅ（0.7ｈａ）農業者Ｄ（1.5ｈａ）

農業者Ｃ（0.2ｈａ）

助成金の活用状況

農業者Ａ～Ｅの5名がこれまで個々に行っていたそばの栽培作業全般（ト
ラクター）を、認定農業者Ａに集約。

これにより、そばの生産コストを18％削減できる見込み。
（25年産29,056円/10a→28年産23,816円/10a

※主に農機具費・労働費の削減による。）

・担い手Ａが、全作業面積46.4haに対応するため、新たに大型のトラクターをリース導入。（助成率：1/2以内）

・農業者Ａ～Ｅが、トラクターを個々に所有。（計5台）
・担い手Ａがトラクター1台を当事業で導入。Ｂ～Ｅは既
存機械を廃棄または用途変更。
（計1台（新規1台））

農業者A（担い手）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （宮城県 ②）

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○町農業再生協議会
事業実施地区：宮城県○○町
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：12百万円

（うち国費5百万円）

農業者Ａ（4.0ha）

取組前後の状況

助成金の活用状況

プラン参加者は農業者Ａ～Ｊの10名。Ａ～Ｊの10名がこれまで個々に
行っていた水稲の収穫作業（コンバイン）について、機械共同利用組合を
設立し、機械を共同利用。

これにより、水稲の生産コストを約10％削減できる見込み。
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・機械共同利用組合を設立し（農業者Ａ～Ｊの10名）、Ａ～Ｊ10名分の全作業面積20.3haに対応するため、新たにコンバイン2台をリース
導入。（助成率：1/2以内）

・農業者Ａ～Ｊは、各々トラクターやコンバイン等にて機械作業
を実施。（機械台数は5台（コンバイン）。機械を共同利用してい
た農業者がプラン内に含まれる。）

・プラン参加者のうちＡ～Ｊで機械共同利用組合を設立、
コンバイン2台を導入予定。
（計2台（新規2台））

農業者B（1.5ha） 農業者C（1.8ha）

農業者D（1.2ha） 農業者E（2.1ha） 農業者F（1.1ha）

農業者G（3.3ha） 農業者H（1.5ha） 農業者I（1.5ha）

農業者J（2.3ha）

＜取組前＞ ＜取組後＞

20.3ha

機械共同利用組合（Ｈ26設立）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （宮城県 ③）

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域農業再生協議会
事業実施地区：宮城県○○市
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：14百万円

（うち国費6百万円）

農業者Ａ～Ｅの5名がこれまで個々に行っていた水稲の収穫作業（コンバ
イン）を、認定農業者Ａに集約。

これにより、水稲の生産コストを13％削減できる見込み。
（主に農機具費・労働費の削減による。）

・農業者Ａ～Ｅが、コンバインを個々に所有。（計5台）

・担い手Ａが、全作業面積15.7haに対応するため、新たに高性能機械をリース導入。（助成率：1/2以内）

取組前後の状況

・担い手Ａがコンバイン1台を導入。Ｂ～Ｅは既存機械を
廃棄。
（計1台（新規1台））

助成金の活用状況

＜取組前＞ ＜取組後＞

農業者A（11.8ｈａ）

15.7ha農業者B（0.6ｈａ）

農業者E（0.9ｈａ）農業者D（2.3ｈａ）

農業者C（0.15ｈａ）

農業者A（担い手）
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事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○町地域水田農業推進協議会
事業実施地区：宮城県○○町
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：9百万円

（うち国費4百万円）

農業者Ａ（19ｈａ）

取組前後の状況

27ha農業者Ｂ（1ｈａ） 農業者Ｃ（3ｈａ）

助成金の活用状況

農業者Ａ～Ｅの5名がこれまで個々に行っていた水稲作を認定農業者かつ
地域の中心経営体であるＡに一元化。また、集積する農地に隣接する不作
付地にも水稲作付を行うことで，更なる水田の有効活用を図る。
農業者Ａは作業の効率化を図るため，高性能機械（トラクター）をリー

ス導入。
これにより，水稲の生産コストを11％削減できる見込み。
（25年産87千円/10a→28年産77千円/10a

※主に農機具費・労働費の削減による）

・担い手Ａが全作業面積27haに対応するため，新たに高性能機械（トラクター）をリース導入。（助成率：1/2以内）

・農業者Ａ～Ｅは，トラクター，田植機，コンバイン等を
個々に所有。（計8台）

・担い手Ａは新たにトラクター1台をリース導入。
・担い手Ａが所有する機械は継続利用（トラクターは自費で処分）
・Ｂ～Ｅは既存機械を処分または用途変更。（事業活用予定なし）
（計4台（継続利用3台＋新規1台））

※ 機械規模は不作付地分も含めて決定。 5

不作付地（1ｈａ）

農業者Ａ（担い手）

農業者Ｂ（2ｈａ） 農業者Ｂ（1ｈａ）

攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （宮城県 ④）



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （秋田県 ①）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市地域農業再生協議会
事業実施地区：秋田県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：1.5百万円（うち国費0.6百万円）

農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の防除作業（防除機）を
平成26年産から農業者Ａに集約。（売買、利用権設定等による。）
（防除面積が14.98haから22.40haに増加。）

これにより、水稲の生産コストの12％削減を目指す。

・農業者Ａ～Ｅが、防除機を個々に所有。（計５台）

・農業者Ａの全作業面積22.4haに対応するため、高性能な防除機をリース導入（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（15ｈａ）

取組前後の状況

農業者Ａ（担い手）

23ha

農業者Ｂ（1ｈａ）

農業者Ｅ（1ｈａ）

農業者Ｄ（5ｈａ）
農業者Ｃ（1ｈａ）

・農業者Ａが防除機をリース導入。
・Ａ～Ｅが所有していた防除機は廃棄。
（計1台（新規1台））

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （秋田県 ②）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：秋田県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：9百万円（うち国費4百万円）

農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の収穫作業（コンバイ
ン）を平成26年産から農業者Ａに集約（一部作業委託による）。
（作業面積が10.7haから15.5haに増加）

これにより、水稲の生産コストの16％削減を目指す。

・農業者Ａ～Ｅが、コンバインを個々に所有。
（計5台）

・農業者Ａの全作業面積16haに対応するため大型のコンバインを新たにリース導入する（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（11ｈａ）

取組前後の状況

農業者Ａ（担い手）

16ha

農業者Ｂ（2ｈａ）

農業者Ｅ（1ｈａ）

農業者Ｄ（1ｈａ）
農業者Ｃ（1ｈａ）

・農業者Ａが新たにコンバインをリース導入。
（Ａ～Ｅが所有していたコンバインは廃棄。）
（計1台（新規1台））

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （秋田県 ③）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：秋田県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：24百万円（うち国費11百万円）

農業者Ｂ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の乾燥調製作業（乾燥機、
籾摺機、計量器、石抜機、色彩選別機）を法人Ａ（集落営農）に集約。ま
た、乾燥調製作業を行っていなかった農業者の作業を法人Ａに集約（作業
面積が2,099ａから3,314ａに拡大）。

これにより、水稲の生産コストの10％削減を目指す。
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・法人Ａ（集落営農）と農業者Ｂ～Ｅが、①乾燥機、②籾摺
機、③計量選別器を個々に所有（計40台）。
・その他の農業者は、他の農業者に機械作業を委託。

・法人Ａ他4名が利用していた乾燥機14台のうち9台は処分、2台は小麦専用に用途変更、3台は継続利用。籾摺機は13台のうち11台を廃棄、
2台を小麦専用に用途変更。計量器は13台のうち11台を廃棄、2台を小麦専用に用途変更。
・法人Ａが全作業面積33haに対応するため、大型の乾燥機、籾摺機、計量器、その他調製機械（石抜機、色彩選別機）を新たにリース導
入する（機械リース：1/2以内）

法人A（21ｈａ）

取組前後の状況

法人Ａ（担い手）

33ha

農業者Ｂ（1ｈａ）

農業者Ｅ（1ｈａ）

農業者Ｄ（4ｈａ）農業者Ｃ（1ｈａ）

・法人Ａが①乾燥機、②籾摺機、③計量器、④石抜機、⑤色彩
選別機を所有。（計8台（再利用3台、新規5台））

助成金の活用状況

8※ 参加農家5戸カウントには含まれない。
※ 機械規模はその他の農業者分も含めて決定。

その他の農業者
（※）（5ｈａ）



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （山形県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○町農業再生協議会
事業実施地区：山形県○○町
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：16百万円

（うち国費8百万円）

取組参加者Ａ～Ｅがこれまで個々に所有する機械で行っていた水稲の刈
取作業（コンバイン）について、平成26年産からこの事業を契機として新
たに機械利用組合を設立し、機械を共同利用。

これにより、水稲の生産コストを１割削減
（25年産112,197円/10a → 27年産100,977円/10a）
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・取組参加者Ａ～Ｅが、コンバインを個々に所有。（計5台）

・機械利用組合を設立し、全作業面積47.6haに対応するため、新たに高性能機械をリース導入。（機械リース：1/2以内）

利用組合Ａ（26.4ｈａ）

取組前後の状況

47.6ha

農業者Ｂ（5.9ｈａ）

農業者Ｅ（1.8ｈａ）

農業者Ｄ（3.5ｈａ）農業者Ｃ（9.8ｈａ）

・機械利用組合がコンバインを所有（計3台（継続利用
1台＋新規2台））し、機械を共同利用。

・既存の機械（4台）は処分。

助成金の活用状況

機械利用組合（H26設立）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （福島県）

事業実施主体等

Ａ集出荷貯蔵施設
【市場向け共選】

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：福島県○○町
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：夏秋トマト
事業費 ：227百万円（うち国費105百万円）

（精査中）

ＪＡ○○では、集出荷貯蔵施設Ａ、Ｂの２箇所でトマトの集荷・選別を行っ
ており、運営コストの削減が課題。
このため、Ａ施設にＢ施設の機能を集約化し、Ｂ施設は用途変更し生産資材

供給施設として活用。
これにより、

・運営コストを１割削減（25年度92円/4kg箱 → 27年度82円/4ka箱）
・利用率80％台を確保（25年度76.2％ → 27年度81％）

・トマトについて、各施設で集荷・選別を実施。
（2施設）

○ＪＡ○○のトマト選果場の選果システムの高度化に必要な機械をリース導入。（機械リース1/2以内）
・処理能力の高い外部、内部センサ機能を増強
・Ｄ級品の自動箱詰め装置の新設

取組前後の状況

・トマトの集荷・選別をＡ施設に集約化（1施設）
・不用となったＢ施設は、農家への生産資材供給施設に用途変更

助成金の活用状況

Ｂ集出荷貯蔵施設
【スーパー向け個選】

Ａ集出荷貯蔵施設
【市場向け共選＋スーパー向け共選】

⇒ 用途変更
（本事業の活用なし）

生産資材供給施設

⇒ 機能強化
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （栃木県）

事業実施主体等

農業者Ａ（6ha）

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：栃木県農業再生協議会
事業実施地区：栃木県
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：1,410百万円（うち国費658百万円）

農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の田植え作業を農業者Ａに
集約。
田植機の導入により、水稲の生産コストを１割削減する目標。
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・農業者Ｂ～Ｅは田植機を個別に所有（計５台）
・担い手Ａは、田植機を所有
（計1台（5条）、取得から16年）

・担い手Ａは水稲田植え面積30haに対応するため、新たに田植機（8条）をリース導入。（機械リース1/2以内）
・農業者Ｂ～Ｅの所有していた機械は廃棄。

取組前後の状況

助成金の活用状況

30ha農業者Ｂ（6ha）

農業者C（5ha）

・担い手Aが田植機1台（新規）により作業を実
施。既存機は廃棄予定。

農業者Ｄ（6ha）

農業者Ｅ（8ha）

農業者Ａ（担い手）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （千葉県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：千葉県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：11百万円（うち国費5.5百万円）

水稲経営を行っている認定農業者Ａ（担い手）が地域の小規模水稲農家
Ｂ～Ｅ（非担い手）がこれまで個々に行っていた水稲生産を一元化。

これにより、水稲の生産コストを１割削減（25年産17千円/10a → 27年
産15千円/10a）。

・農業者Ａ～Ｅで、コンバインや田植機を個々に所有。
（計9台）

・農業者Ａは現状で使用していたコンバインを4条刈り・45馬力から5条刈り・90馬力に大型化しリース導入。

農業者Ａ（15ｈａ）

取組前後の状況

農業者Ａ（担い手）

23ha農業者Ｂ（1.5ｈａ）

農業者Ｅ（2ｈａ）

農業者Ｄ（2.5ｈａ）

農業者Ｃ（2ｈａ）

・農業者Ａがコンバイン、田植機を各1台所有。

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （神奈川県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域農業再生協議会
事業実施地区：神奈川県○○市
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：精査中

農業者Ｂ～Ｅが、これまで個々に行っていた耕起（ロータリー）、刈取
作業（コンバイン）について、平成27年産から受委託組織Ａ（担い手）に
一元化。

これにより、水稲の生産コストを１割削減（25年産107,981円/10a → 28
年産97,182円/10a）

・受委託組織Ａ及び農業者Ｂ～Ｅで、①ロータリー、②
コンバインを個々に所有。（計11台）

・全作業面積35.1haに対応するため、新たに高性能機械をリース導入。（機械リース：1/2以内）

取組前後の状況

受委託組織Ａ

35.1ha
農業者Ｅ（2.6ｈａ）農業者Ｄ（1.7ｈａ）

農業者Ｃ（2.1ｈａ）農業者Ｂ（1ｈａ）

・受委託組織で、①スタブルカルチ、②コンバインを所
有。（計5台（継続利用3台＋新規2台））

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （静岡県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市担い手育成総合支援協議会
事業実施地区：静岡県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：茶
事業費 ：5.6百万円（うち国費2.8百万円）

荒茶を製造する共同茶工場の組合員である農業者Ｂ～Ｅは、これまで茶
芽の摘採を２人一組で行う可搬型摘採機を用いて行っていたが、乗用型茶
園管理機が利用できる茶園の摘採作業を、同組合の農業者Ａに一元化。

これにより、茶生葉の生産コストを１割削減。

農業者Ａが乗用型機械で摘採し、農業者Ｂ～Ｅが個々の
可搬型機械(作業員2人)で摘採。（計6台）

・農業者Ａが畝幅が様々な茶園4.1haの摘採作業に対応するため、新たに摘採幅が可変の乗用型摘採機械をリース導入。
（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（2.5ha）

取組前後の状況

乗用型機械対応茶園 農業者Ａ（担い手）

4.1ha
農業者Ｄ（0.2ha）

農業者Ｃ（0.2ha）農業者Ｂ（0.6ha）

農業者Ｅ（0.6ha）

農業者Ａが既存の乗用型機械を廃棄し、新規にリースし
た乗用型機械で摘採（計1台）
(新規1台）

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （富山県）

事業実施主体等

Ａ地区カントリーエレベーター
（水稲）

＜取組前＞

＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：富山県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲、大豆
事業費 ：213百万円（うち国費66百万円）

○○農業協同組合では、乾燥調製施設の効率的な施設運営によるコスト削減
（人件費等）及び大豆の品質向上に対応した施設の機能向上が課題。
このため、Ａ地区カントリーエレベーター及びＡ地区大豆共同乾燥調製施設の

汎用化（水稲＋大豆）による集約化（コンビナート化）と、不用施設の廃止及び
用途変更（なたね乾燥調製施設）により活用。

・集出荷・加工コストを１割削減
・汎用化に係る利用率100％を目標（水稲：25年度 44％ → 27年度 100％
大豆：25年度 93％ → 27年度 100％）

・水稲及び大豆について、各
施設において乾燥・調製（出
荷）を実施。

・Ａ地区カントリーエレベーター及びＡ地区大豆乾燥調製施設の汎用化（水稲＋大豆）に必要な機械をリース導入。（機械リース1/2以内）
・Ｂ地区大豆共同乾燥調製施設（用途変更）及びＢ地区ライスセンターの内部設備を撤去。（撤去費用1/3以内）

※過去に実施した補助事業に関し、事業目的の変更に必要な財産処分を実施。

取組前後の状況

・施設の汎用化（水稲＋大豆）により、乾燥・調製（出荷）を集約
（コンビナート化）。不用施設をなたね用施設等に用途変更。

助成金の活用状況

Ａ地区大豆共同乾燥調製施設
（大豆）

Ａ地区大豆共同乾燥調製施設
（大豆（調製）

＋水稲（乾燥））

Ａ地区カントリーエレベーター
（水稲＋大豆（乾燥））

＋Ｂ地区ライスセンター
（水稲）

Ｃ地区ライスセンター
（水稲）

Ｂ地区大豆共同乾燥調製施設
（大豆）

【水稲】 【大豆】
【水稲＋大豆】

◆Ａ地区コンビナート化◆ Ｂ地区大豆共同乾燥調製施設（大
豆）→「なたね乾燥調製施設」に
用途変更

【用途変更：なたね乾燥調製施設】

【用途変更：農業専用施設】

Ｂ地区ライスセンター → 「なた
ねの保管及び農業資材倉庫」に用
途変更

Ｃ地区ライスセンター → 「農業
資材倉庫」（計画）に用途変更
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （岐阜県 ①）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：岐阜県農業再生協議会

（確認主体：地域再生協議会）
事業実施地区：岐阜県○○町
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：3.3百万円（うち国費1.6百万円）

（精査中）

現在、法人は、機械を所有しておらず、隣接する営農組合から借用して
いる。
地域の小規模農業者農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の田

植作業（田植機）、刈取作業（コンバイン）を法人に集約。
田植作業では、新たに直播栽培にも取り組む計画。
これにより、水稲の生産コストを１割削減する目標。

（主に農機具費、労働費の削減による。）

・農業者Ａ～Ｄは、①田植機、②コンバインを個々に所有
・農業者Ｅは、①田植機を所有
・担い手Ｆは、機械は非所有。（隣接する営農組合から借用）

・農業者Ａ～Ｅが所有していた機械を法人Ｆに譲渡（補改修経費は計上せず）。
・水稲作業面積18haに対応するため、新たに高性能機械（10ha分対応）をリース導入（機械リース：1/2以内）。

農業者Ａ（１ｈａ）

取組前後の状況

法人

18ha
農業者Ｂ（0.55ｈａ）

農業者Ｅ（0.98ｈａ）

農業者Ｄ（0.80ｈａ）農業者Ｃ（0.88ｈａ）

法人Ｆ（14ｈａ）

・法人で、①田植機、②コンバインを所有
（譲渡された機械：田植機 計4台、コンバイン計4台）
（リース導入：田植機（直播機含む）計１台、コンバイン
１台）

助成金の活用状況

集落
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （岐阜県 ②）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：岐阜県農業再生協議会

（確認主体：地域再生協議会）
事業実施地区：岐阜県○○町
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：3.7百万円（うち国費1.8百万円）

（精査中）

地域の小規模農業者農業者Ａ～Ｄがこれまで個々に行っていた水稲の田
植作業（田植機）を法人に集約。
田植同時除草剤散布、側条施肥、疎植田植ができる田植機の導入により、

水稲の生産コストを１割削減する目標。
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・農業者Ａ～Ｄは、田植機を個々に所有（計4台）
・担い手Ｆは、田植機を所有（計1台、取得から10年）

・農業者Ａ～Ｄが所有していた機械は廃棄。
・担い手Ｅは、水稲作業面積17.9haに対応するため、新たに高性能機械（9ha分対応）をリース導入。（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（0.2ｈａ）

取組前後の状況

法人

17.9ha
農業者Ｂ（0.2ｈａ）

農業者Ｄ（0.3ｈａ）農業者Ｃ（0.2ｈａ）

法人Ｅ（17ｈａ）

・法人で、田植機をリース導入
（計2台（現有機1台＋新規1台）

助成金の活用状況

集落
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （愛知県）

事業実施主体等

Ａライスセンター
（集出荷・乾燥調製施設）

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理施設合理化推進事業

事業実施主体：○○農業協同組合

事業実施地区：愛知県

事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）

対象品目 ：水稲

事業費 ：133百万円（うち国費61百万円）

【対象施設】
・Ａライスセンター及びＢライスセンター

【問題点】
・施設の老朽化による乾燥調製コストの増加。
・水田面積の減少による施設利用率の低下。
・高温障害やカメムシ被害による玄米品質の低下。

【事業内容】
・Ａライスセンターに、Ｂライスセンターで行っていた乾燥調製作業を集約し、
内部設備を高度化。

【効果】
・運営コストを１割以上削減。(25年度21.0千円/ﾄﾝ → 27年度17.2千円/ﾄﾝ ▲18%)
・利用率利用率80％台を確保。(25年度49.9% → 27年度100%)
・一等米比率の向上。

・両施設で、集出荷・乾燥調製作業を実施。

・Ａライスセンターの内部設備を高度化するため、
必要な機器・設備をリース導入。

（機械リース1/2以内）

取組前後の状況

・Ａライスセンターに乾燥調製作業を集約化。
・Ａライスセンターの内部設備を高度化。
・Ｂライスセンターは集荷機能のみ維持。

助成金の活用状況

Ｂライスセンター
（集出荷・乾燥調製施設）

Ａライスセンター
（集出荷・乾燥調製施設）

Ｂライスセンター
（集荷機能のみ維持）

内部設備を高度化
(機器・設備のリース導入)
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （三重県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○市農業再生協議会
事業実施地区：三重県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：12,617千円（うち国費5,232千円）

（見込額）

農事組合法人Ａは、人・農地プランに位置付けられた担い手で、３年前
に法人化。まだまだ、十分な資本装備とはなっておらず、水稲の刈取作業
は、構成員の機械を借り上げて適期作業に努めてきた。
今回、地域の農業者Ｂ～Ｅが、人・農地プランの取り組みの中で、農地

を法人Ａに集約することに伴い、本事業を活用し、リースによりコンバイ
ンを導入。
これにより、水稲の生産コストを１割削減。

・法人Ａ、農業者Ｂ～Ｅが、水稲作に必要な機械をそれ
ぞれ一式を所有し、個々で経営。（法人は、一部機械作
業について構成員から機械を借り上げて対応）

・29haの水稲刈取り作業に対応するため、新たに高性能機械（コンバイン）１台をリース導入（機械リース：1/2以内）。

取組前後の状況

農事組合法人Ａ（担い手）

29ha

法人Ａ（27ｈａ）

農業者Ｄ（0.2ｈａ）

農業者Ｂ（0.8ｈａ）

・法人Ａで、コンバイン２台を所有（うち新規１台）。
・農業者Ｂ～Ｅの機械は、トラクタを除き大半を処分。
（本事業の活用なし）

助成金の活用状況

農業者Ｅ（0.5ｈａ）

農業者Ｃ（0.5ｈａ）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （滋賀県①）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：滋賀県○○市
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：精査中

平成26年産から農業者19名がこれまで個々に行っていた水稲の収穫作業
（コンバイン）を集落営農組織（任意組織）が集約化。

これにより、水稲生産コストの10％削減を目指す。
（主に農機修繕費、労働費の削減による。）
（精査中）

・営農組合に1台の他、農業者19名が、個々にコンバイン
を所有。

・全作業面積14haに対応するため、新たに高性能機械（コンバイン５条刈）をリース導入。（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（0.2ｈａ）

取組前後の状況

集落営農組織(2.5ha) 集落営農組織

14ha

農業者Ｂ（0.9ｈａ）

農業者Ｅ（0.6ｈａ）

農業者Ｄ（0.2ｈａ）農業者Ｃ（0.5ｈａ）

農業者Ｆ（1.0ｈａ）

・集落営農組織で、高性能（5条刈り）のコンバイン1台
を導入。
・必要のなくなった機械（計20台）は処分。

助成金の活用状況

農業者Ｅ（0.8ｈａ） 他１２戸(7.8ha)

※Ａ市では、機械の廃棄に要する経費は支出しない予定。 20



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （滋賀県②）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：滋賀県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：6,458,400円

（うち国費2,990,000円）

担い手農業者Ａは、集落内の生産者から機械作業の集約の依頼があった
ものの、所有する機械の能力では作業の効率化ができなかった。
そこで、26年産米から本事業を活用して防除・肥料散布機（ハイクリ

ブーム）を導入することにより、農地集積・経営規模を拡大し、防除・肥
料作業の効率化を図る。
これにより、水稲の生産コストを21.6％削減
（県の平均生産コスト120,392円/10a → 27年産94,327円/10a）

・農業者Ａ～Ｅで、背負動力噴霧機を個々に所有、農業
者Ａが動力噴霧機1台所有。（計6台）

・農業者Ａ（担い手）に対して集落内の農業者Ｂ～Ｅ（非担い手）が機械作業を集約（Ａ～Ｅの所有機械は廃棄・譲渡）
・農業者Ａ（担い手）は、拡大した経営面積36.7haに対応するため、新たに高性能機械 防除・肥料散布機（ハイクリブーム）を導入
（機械リース1/2以内）

担い手
農業者Ａ（35.0ｈａ）

取組前後の状況

36.7ha
農業者Ｄ（1.0ｈａ）

農業者Ｃ（0.2ｈａ）農業者Ｂ（0.2ｈａ）

・担い手である農業者Ａが防除・肥料散布機（ハイクリ
ブーム）1台をリース導入。

助成金の活用状況

農業者Ｅ（0.3ｈａ）

農業者Ａ（担い手）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （京都府）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○町地域協議会
事業実施地区：京都府○○町
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：160万円（うち国費80万円）

精査中

集落営農組織の構成員である農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた
水稲の籾摺り作業（籾摺機）を、平成26年産から集落営農組織（担い手）
に一元化。

これにより、水稲の生産コストを１割削減（25年産22,816円/60kg → 27
年産20,462円/ 60kg ）
（主に農機具費、光熱動力費等の削減による。）

・農業者Ａ～Ｅで、籾摺機を個々に所有。（計5台）

・農業者Ｂ～Ｅが所有していた機械を廃棄。
・全作業面積7haに対応するため、新たに高性能機械をリース導入。

農業者Ａ

取組前後の状況

集落営農組織 集落営農組織

7ha

農業者Ｂ

農業者Ｅ

農業者Ｄ農業者Ｃ

・集落営農組織で籾摺り機1台を所有。

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （兵庫県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：兵庫県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：5,460千円（うち国費2,730千円）

担い手農業者Ａは、集落内の生産者から農地集積の依頼があったものの、
所有する機械の能力から、受託ができなかった。

そこで、本事業を活用して大型のトラクタを導入することにより、農地集積・経営
規模を拡大し、水稲作業の効率化を図る。
併せて、今回、父親からの経営移譲を機に、就農計画の認定を受ける予定。

《水稲作業の効率化により生産コストを11％削減》
25年産12,514円/10a → 28年産11,050円/10a

・農業者Ａ～Ｅで、トラクター（25ps）、田植機、
コンバイン、乾燥機等 機械装備一式を個々に所有。

・農業者Ａ（担い手）に対して、集落内の農業者Ｂ～Ｅ（非担い手）が農地を集積（Ｂ～Ｅの所有機械は廃棄）。
・農業者Ａ（担い手）は、拡大した経営面積4.2haに対応するため、新たに高性能機械（トラクター）を導入（機械リース1/2以内）。

農業者Ａ（1.4ｈａ）

取組前後の状況

Ｋ集落 Ｋ集落

農業者Ｂ（0.2ｈａ）

農業者Ｅ（0.8ｈａ）

農業者Ｄ（0.1ｈａ）農業者Ｃ（2.0ｈａ）

・農業者Ａは、新たにトラクター（65ps）を導入
Ｂ～Ｅが所有する機械装備は廃棄。

助成金の活用状況

農業者Ａ（担い手）

（4.2ｈａ）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （奈良県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：奈良県農業再生協議会
事業実施地区：奈良県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：7百万円（うち国費3.2百万円）

中山間地域である○○市○○町において、農業者Ａ～Ｇがこれまで個々に
行っていた水稲の肥料散布作業（コンポキャスタ）、田植作業（田植機）、
刈取作業（コンバイン）を、地域の担い手である農業者Ａに一元化。
担い手農業者Aは、作業集約に対応。従来所有していた機械（肥料散布機、

田植機、コンバイン）を廃棄し、作業の効率化を図るため、高性能機械（コ
ンポキャスタ、田植機、コンバイン）をリース導入。
これにより、水稲の生産コストを約２割削減（25年産175,039円/10a → 

28年産134,608円/10a）

・農業者Ａ～Ｇで、①肥料散布機、②田植機、③コンバ
イン（バインダー）を個々に所有。

・全作業面積4.5haに対応するため、新たに高性能機械（4.5ha分対応）をリース導入。（機械リース：1/2以内）

農業者B（0.2ｈａ）

取組前後の状況

農業者Ａ（担い手）

4.5ha
農業者C（1.3ｈａ）

農業者F（0.45ｈａ）

農業者E（0.6ｈａ）農業者D（0.7ｈａ）

農業者G（0.3ｈａ） ・担い手である農業者Ａが、
①コンポキャスタ 1台
②田植機 1台
③コンバイン 1台

をリース導入。

助成金の活用状況

農業者A（0.9ｈａ）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （和歌山県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：和歌山県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：精査中

（1,600万円程度となる見込み）

農業者Ａ～Ｏがこれまで個々に行っていた水稲の田植（田植機）、刈取
（コンバイン）、乾燥調製作業（乾燥機）等を、平成26年産から株式会社
○○*に集約し、一元化。
これにより、水稲の生産コストを地域の平均より１割以上削減。
（和歌山県モデル指標206,581円/10a → 集約後183,343円/10a）

*耕作放棄地防止、ブランド産地の維持のため、ＪＡ○○が出資し、平成22年7月に設立され
た農業生産法人。今年度から組合員からの要望に応え、当該補助金を活用し、水稲を農業経
営に組み入れ、効率的な経営を目指す。

・農業者Ａ～Ｏで、①田植機、②コンバイン、③乾燥機
④トラクター、⑤籾摺機等を一部個々に所有。

・農業者Ａ～Ｏが所有していた機械は廃棄あるいは継続利用。
・全作業面積（4.2ha）に対応するため、新たに高性能機械をリース導入。（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（7a）

助成金の活用状況（計画案）

農業者 （株）○○

2.4ha

農業者Ｍ（30a）

農業者Ｇ（27a）

農業者Ｃ（72a）

農業者Ｄ（26a）

農業者Ｊ（13a）

（株）○○が、①田植機、②コンバイン、③乾燥機、④トラ
クター、⑤籾摺機、⑥ラジコン動噴を所有。

助成金の活用状況

農業者Ｂ（20a）

農業者Ｎ（12a）

農業者Ｈ（11a）

農業者Ｅ（61a）

農業者Ｋ（21a）

農業者Ｆ（30a）

農業者Ｉ（25a）

農業者Ｌ（18a）

農業者Ｏ（51a）

1.8ha

利用権設定
（もしくは全作業受託）

部分作業受託

*事業内容はあくまでも（案）段階のものであり、今後、変更される可能性があります。

合計
4.2ha
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （鳥取県）

事業実施主体等

Ａ選果場
（梨・柿選果場）

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：鳥取県○○市、○○町
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：梨
事業費 ：71,050千円（うち国費35,525千円）

※事業実施中

【事業概要】
梨生産量の減少や品種の多様化に伴い、Ａ選果場の梨選果をB選果場に集

約するとともに、ブランド化を進めるため「糖度選果」に対応した選果設備
（糖度センサー等）を導入し、運営コストの削減及び高品質品の出荷により
生産者の収益向上を図る。
【効果】
・運営コスト１割削減（25年度：682円/10kg箱 → 27年度：613円/10kg箱）
・利用率80％台を確保（25年度：89.8％ → 27年度：94％）

・Ａ選果場、Ｂ選果場の両方で梨及び柿の選果
を実施。

・Ａ選果場の選果設備の高度化に必要な機械（糖度センサー等）をリース導入。（機械リース1/2以内）

取組前後の状況

・梨はＡ選果場に集約化し、Ｂ選果場は柿専用選
果場として利用。

・生産組織も合併。

助成金の活用状況

Ｂ選果場
（梨・柿選果場）

Ａ選果場
（梨選果場）

Ｂ選果場
（柿選果場）

本事業の活用無し

本事業により、既存
選果施設に糖度セン
サー等をリース導入

26



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （香川県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：香川県農業再生協議会
事業実施地区：香川県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：8百万円（うち国費4百万円）

担い手Ａと非担い手ＢからＧについて、農作業の一部を担い手Aに集約し、
当該作業に必要なＡの機械（コンバイン）を高度化。
これにより、水稲の生産コストを１割以上削減。

（水稲）24年度155千円/10a → 27年度113千円/10a

・担い手Ａに、農作業の一部を集約し、当該作業に必要な担い手Aの機械装備（コンバイン）をリース導入高度化。
（機械リース：1/2以内）

担い手Ａ

（水稲4.38ｈａ）

取組前後の状況

担い手Aと非担い手B・C・D・E・F・G 担い手A

水稲8.0ha
（稲刈4.7ha）

非担い手Ｂ（水稲0.47ｈａ） 非担い手Ｅ（水稲0.94ｈａ）

非担い手C（水稲0.12ｈａ）

助成金の活用状況

非担い手Ｄ（水稲0.68ｈａ）

非担い手F（水稲0.49ｈａ）

非担い手G（水稲0.42ｈａ）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （徳島県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市地域農業再生協議会
事業実施地区：徳島県○○市
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：13百万円（うち国費6百万円）

認定農業者で人・農地プランに位置づけられた農業者Ａ（担い手）が農
業者Ｂ～Ｅのこれまで個々に行っていた水稲の田植作業（田植機）、刈取
作業（コンバイン）、乾燥調製作業（乾燥機）を集約。

これにより、水稲の生産コストを1割以上削減（25年産162千円/10a →
28年産136千円/10a）

・農業者Ａ～Ｆで、コンバインを個々に所有。（計5台）

・全作業面積29.6haに対応するため、新たに高性能機械（24.4ha分対応）をリース導入。（機械リース：1/2以内）

農業者Ａ（27.5ｈａ）

取組前後の状況

農業者個々での作業 担い手への機械作業の集約

29.6ha農業者Ｂ（0.7ｈａ）

農業者Ｅ（0.2ｈａ）

農業者Ｄ（0.6ｈａ）農業者Ｃ（0.6ｈａ）

・農業者Ａがコンバイン(計1台)をリース導入し収穫作業
を集約。農業者Ｂ～Ｅはコンバインを廃棄。

助成金の活用状況

(主食用米24.4ha)

(飼料用米 5.2ha)
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事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市水田農業推進協議会
事業実施地区：福岡県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：8百80万円（うち国費4百40万円）

農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の刈取作業（コンバイ
ン）を平成26年産から機械利用組合に一元化し、機械利用組合でオペレー
ター（刈取作業者）を設置し作業を行う。

機械利用組合は徴収した刈取受託料金より、リース料・機械維持費・オ
ペレーター料を支払い、残額を組合加入者へ面積案分にて分配する。

機械利用組合によるコンバインの共同利用により、水稲生産コストを1割
削減する。
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・農業者Ａ～Ｅで、コンバインを個々に所有。（計5台）

農業者Ａ（2ｈａ）

取組前後の状況

個人 機械利用組合（担い手）

11.6ha

農業者Ｂ（2ｈａ）

農業者Ｅ（0.5ｈａ）

農業者Ｄ（6.4ｈａ）農業者Ｃ（0.7ｈａ）

・機械利用組合で、コンバイン所有。（計1台）

助成金の活用状況

・機械利用組合を農業者5名にて組織し、組合にて事業申請を行う。農業者Ａ～Ｅが所有していた機械を廃棄し、機械利用組合にて全
作業面積11.6ｈａに対応するため、新たな高性能機械をリースにて導入。（機械リース：1/2以内）

攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （福岡県）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （長崎県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○市農業再生協議会
事業実施地区：長崎県○○市
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：大根
事業費 ：8.5百万円（うち国費3.9百万円）

大根の担い手が、他品目が主力である農業者から大根の集積を行い、こ
れまで個々で振動掘取機で行っていた収穫作業を収穫機で行うことなどに
より労働時間の縮減等生産効率化を図るもの。 これにより、大根の生産
コストを１割削減（25年産289千円/10a → 28年産251千円/10a）
さらに、プラン参加者においては、集積にともなう労働時間の余剰により高収

益品目（きく）の転換に取り組む。

・農業者Ａ～Ｅで、収穫作業は振動掘取機で作業

・全作付面積6haに対応するため、新たに高性能機械（大根収穫機）をリース導入。（機械リース：1/2以内）
・プラン参加者は、従前の大根作業時間に見合う面積分の高収益品目（きく）のハウスを自力施行し、そのパイプ・フィルム等の購入。
（資材経費：定額）

農業者Ａ(3.3ha)

取組前後の状況

農業者A（6ha）

農業者Ｂ

農業者Ｅ農業者Ｄ

農業者Ｃ

助成金の活用状況

プラン参加者1.3ha
プラン参加者の大根を集積し、
回転率の向上による面積拡大 ・収穫機による労働時間の削減等で生産コストを縮減

プラン参加者が大根作業時間相当分で、
高収益品目（きく）へ転換

農業者C～E（1.6ha）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （熊本県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○地域協議会
事業実施地区：熊本県○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：5.1百万円（うち国費2.3百万円）

農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の収穫作業（コンバイ
ン）を、平成26年産から担い手である農業者Ａに集約。
これにより、水稲の生産コストを1割削減（25年産 107,752円/10a → 27

年産 92,053円/10a）

・農業者Ａ～Ｅがコンバインを個々に所有。（計5台）

・農業者Ａは全作業面積7.3haに対応するため、新たに高性能機械（コンバイン）をリース導入。（機械リース：1/2以内）
・（農業者Ａ～Ｅが所有していた機械を処分。）

農業者Ａ（２．４ｈａ）

取組前後の状況

7.3ha

農業者Ｂ（１．３ｈａ）

農業者Ｅ（０．７ｈａ）

農業者Ｄ（２．０ｈａ）農業者Ｃ（０．９ｈａ）

・農業者Ａが新規に導入したコンバイン1台を所有し、
作業受託。

助成金の活用状況

農業者Ａ（担い手）
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （宮崎県）

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：宮崎県○○市
事業実施年度：平成26～27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：精査中

農業者Ｂ～Ｆがこれまで個々に行っていた水稲の代かき作業、田植作業
（田植機）、刈取作業（コンバイン）を、平成27年産から農業生産法人Ａ
（担い手）に一元化。

これにより、水稲の生産コストを１割削減（25年産○○円/10a → 28年
産○○円/10a）。
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・農業生産法人Ａ、農業者Ｂ～Ｆで、①代かき機、
②田植機、③コンバインを個々に所有。（合計18台）

・農業生産法人Ａが全作業面積15haに対応するため、新たに高性能機械（代かき機、田植機、コンバイン）をリース導入。
（機械リース：1/2以内）

・農業者Ｂ～Ｆが所有していた機械（田植機、コンバイン）を廃棄。（廃棄1台当たり2万円）

農業生産法人Ａ
（10ｈａ）

取組前後の状況

農業生産法人Ａ（担い手）

15ha

農業者Ｂ（1ｈａ）

農業者Ｅ（1ｈａ）

農業者Ｄ（1ｈａ）農業者Ｃ（1ｈａ）

農業者Ｆ（1ｈａ）

・農業生産法人Ａで、 ①代かき機、②田植機、③コンバ
インを所有。（計3台（新規3台））

助成金の活用状況
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例 （鹿児島県）

事業実施主体等

Ａ施設
（集出荷施設）

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：鹿児島県○○市
事業実施年度：平成26年度（目標年度27年度）
対象品目 ：にんじん，加工用さつまいも
事業費 ：250百万円（うち国費108百万円）

(当初計画額)

○○農業協同組合の集出荷施設Ａ、Ｂでは、品目毎に選果選別を行って
いるが、設備の老朽化に伴う修繕費の増加や選果能力の低下などからコス
トが増加。
このため、Ａ施設にＢ施設の機能を集約化し、Ｂ施設は用途変更し一次

集荷施設として活用。
これにより、

・集出荷･加工コストを１割削減(25年度20,570円/ﾄﾝ→27年度18,269円/ﾄﾝ)
・利用率100％を確保（25年度Ａ施設92％、Ｂ施設36％ → 27年度100％）

・Ａ施設は、にんじんの選果選別を、Ｂ施
設は、加工用さつまいもの選果選別を実施。

・Ａ施設の内部設備（選果機）の高度化に必要な設備をリース導入。（機械リース1/2以内）

取組前後の状況

・にんじんと加工用さつまいもの選果選別はＡ施設に機能を集約。
・Ｂ施設は青果用さつまいもの一次集荷施設に用途変更（国費助成なし）。

助成金の活用状況

Ｂ施設
（集出荷施設）

Ａ施設
（集出荷施設）

Ｂ施設
（一次集荷施設）

＋
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攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等

＜取組前＞ ＜取組後＞

事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

○○農業協同組合は、ＡカントリーエレベーターにＢライスセンターの集
荷・調製機能を集約して、Ａ施設の機能を高度化。
また、Ｂライスセンターは、飼料用米専用施設に用途変更を行い、飼料用米

（主食用品種、多収性専用品種）の荷受けのためのバラ出荷施設を増設。
・運営コスト1割以上削減。（26年度○千円/トン→28年度○千円/トン▲15％）
・利用率100％を目標。（26年度 50％ → 28年度 100％）
※ 機械規模は集約後の取扱量に応じたものとする。

・Ａカントリーエレベーターの機能向上に必要な機械（乾燥機、色彩選別機）をリース導入。（機械リース1/2以内）
・Ｂライスセンターをバラ出荷施設（飼料用）に用途変更するために必要な機械（破砕機、出荷計量機）をリース導入。

（機械リース1/2以内）
※過去に実施した補助事業に関し、事業目的の変更に必要な財産処分を実施。

助成金の活用状況

Ａカントリーエレベーター
（水稲（主食用））

Ｂライスセンター
（水稲（主食用））

・水稲（主食用）について、2施設で集荷・
調製を実施。

Ａカントリーエレベーター
（水稲（主食用））

⇒ 機能向上

飼料用米専用施設
（バラ出荷設備を増設）

（水稲（飼料用））

⇒ 用途変更

・水稲（主食用）の集荷・調製をＡ施設に集約化。（1施設）
・不用となったＢ施設は、バラ出荷施設（飼料用）に用途変更。

1

取組前後の状況



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

○○農業協同組合は、ＡライスセンターにＢライスセンターの集荷・調製機
能を集約して、Ａ施設の機能を高度化。
また、Ｂライスセンターは、飼料用米保管施設に用途変更を行い、既存機械

を撤去するとともに、米保管施設に必要な機械を導入。
・運営コスト1割以上削減。（26年度○千円/トン→28年度○千円/トン▲15％）
・利用率100％を目標。（26年度 50％ → 28年度 100％）
※ 機械規模は集約後の取扱量に応じたものとする。

・Ａライスセンターの機能向上に必要な機械（乾燥機、色彩選別機）をリース導入。（機械リース1/2以内）
・Ｂライスセンターを米保管施設に用途変更するために既存設備（乾燥機）を撤去するとともに、米保管施設に必要な機械（簡易冷却装
置、フォークリフト（プッシュプル））をリース導入。（廃棄費用1/3以内、機械リース1/2以内）

※過去に実施した補助事業に関し、事業目的の変更に必要な財産処分を実施。

助成金の活用状況

＜取組前＞ ＜取組後＞

Ａライスセンター
（水稲（主食用））

Ｂライスセンター
（水稲（主食用））

・水稲（主食用）について、2施設で集荷・
調製を実施。

Ａライスセンター
（水稲（主食用））

⇒ 機能向上

米保管施設
（水稲（飼料用））

⇒ 用途変更

・水稲（主食用）の集荷・調製をＡ施設に集約化。（1施設）
・不用となったＢ施設は、米保管施設（飼料用）に用途変更。

2

取組前後の状況



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

ＪＡ○○は新たに○○機械利用組合を設立（ＪＡ○○は組合代表者及び構成
員として参加）し、農業者Ａ～Ｅがこれまで個々に行っていた水稲の収穫・調
製作業（コンバイン、乾燥機）を集約。
これにより、水稲の生産コストを1割以上削減。

（26年産 ○○円/10a → 27年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・○○機械利用組合は水稲の収穫作業の集約化に必要な機械（コンバイン機）をリース導入。（機械リース1/2以内）
・農業者Ａ～Ｅは所有していた機械を廃棄。（1台当たり2万円以内）

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｅで、コンバイン及び乾燥機を個々に所有。
（コンバイン、乾燥機 各5台）

・○○機械利用組合は水稲の収穫作業に必要な機械を新規
リース導入。（コンバイン 1台）
・農業者Ａ～Ｅは既存機械を廃棄。
・調製作業は、既存のカントリーエレベーターを活用。

＜取組前＞

農業者Ｄ（2.0ｈａ）

農業者Ｃ（2.0ｈａ）

農業者Ｅ（2.0ｈａ）農業者Ｂ（2.0ｈａ）
10.0ha

○○機械利用組合（担い手）（27年3月に機械利用組合を設立）

3

農業者Ａ（2.0ｈａ）

取組前後の状況



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：集出荷・加工処理体制合理化推進事業
事業実施主体：○○農業協同組合
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

農業協同組合Ａは、その他農業者が組織する団体Ｂの米の集荷・調製機能を
集約して農業協同組合Ａのライスセンターの機能を高度化。
・運営コスト1割以上削減。（26年度○千円/トン→28年度○千円/トン▲15％）
・利用率100％を目標。（26年度 50％ → 28年度 100％）

※ 機械規模は集約後の取扱量に応じたものとする。

・農業協同組合Ａのライスセンターの機能向上に必要な機械（乾燥機、色彩選別機）をリース導入。（機械リース1/2以内）

※過去に実施した補助事業に関し、事業目的の変更に必要な財産処分を実施。

助成金の活用状況

＜取組前＞ ＜取組後＞

Ａライスセンター
（農業協同組合Ａ）

Ｂライスセンター
（その他農業者が組織する団体Ｂ）

・水稲（主食用）について、2施設で集荷・調製
を実施。

Ａライスセンター
（農業協同組合Ａ）

⇒ 機能向上

農業資材倉庫
（その他農業者が組織する団体Ｂ）

⇒ 用途変更
（本事業の活用なし）

・水稲（主食用）の集荷・調製をＡライスセンターに集約化。（1施設）
・不用となったＢ施設は、自費で農業資材倉庫に用途変更。

4

取組前後の状況



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

農業者Ａは、これまで農業者Ｂ～Ｊが個々に行っていた水稲の田植作業（田
植機）を集約し、移植栽培から直播栽培（育苗、田植えを省略）に転換。
これにより、水稲（直播栽培）の生産コストを1割以上削減。

（26年産 ○○円/10a → 28年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働費の削減による。）

・農業者Ａ（担い手）は水稲（直播栽培）（20ha分）の田植作業の集約に必要な機械（コーティングマシーン、播種機）をリース導入。
（機械リース1/2以内）
・農業者Ｂ～Ｊ（非担い手）は所有していた機械を廃棄。（1台当たり2万円以内）

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｊで、田植機を個々に所有。（田植機 各10台）

・農業者Ａは直播栽培に転換するために必要な機械を新規
リース導入。（コーティングマシーン、播種機 各1台）
・農業者Ｂ～Ｊは既存機械廃棄。
・農業者Ａは既存機械（コンバイン）を継続利用。

＜取組前＞

20.0ha

農業者Ａ（担い手）

5

農業者Ａ（2.0ｈａ）

農業者Ｂ（2.0ｈａ）

農業者Ｃ（2.0ｈａ）

農業者Ｄ（2.0ｈａ）

農業者Ｅ（2.0ｈａ）

農業者Ｆ（2.0ｈａ）

農業者Ｇ（2.0ｈａ）

農業者Ｈ（2.0ｈａ）

農業者Ｉ（2.0ｈａ）

農業者Ｊ（2.0ｈａ）

（水稲（直播栽培））
20ha
（水稲

（移植栽培））

取組前後の状況



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

水稲（主食用米）を作付けしていた農業者Ａは、これまで農業者Ｂ、Ｃが
個々に行っていた主食用米の田植作業（田植機）、収穫・調製作業（コンバイ
ン）を集約。
農業者Ａは水稲（飼料用米（転換）及び主食用米）の機械作業を集約するた

めに必要な大型機械を導入し、水稲（飼料用米及び主食用米）の生産コストを1
割以上削減。
（26年産 ○○円/10a（水稲生産コスト） → 28年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働時間の削減による。）

（参考）都道府県協議会が地域の低コスト生産のために特に必要と認める場合の要件
・ 主食用米からの転換により地利用型作物（飼料用米等の新規需要米、加工用米、大豆、
麦（四麦））の作付規模を拡大
・ 拡大後の作付面積（生産効率化プラン）が地域の平均的な作付面積の5倍以上
（ただし、条件不利地域は除く）
・ 機械作業の出し手となる2戸以上の農業者から機械作業を集約（又は3戸以上の基幹的
農業者で機械を共同利用）

・農業者Ａ（担い手）は水稲（飼料用米及び主食用米）（20ha分）の田植、収穫・調製作業に必要な大型機械（田植機、コンバイン、乾
燥機）をリース導入。（機械リース1/2以内）

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｃで、田植機、コンバイン、乾燥機を個々
に所有。（田植機、コンバイン、乾燥機 各3台）

・農業者Ａは、水稲（飼料用米及び主食用米）の田植、収
穫・調製作業に必要な大型機械を新規リース導入。（田植
機、コンバイン、乾燥機 各1台）

＜取組前＞

農業者Ａ（10.0ｈａ） 農業者Ｃ（5.0ｈａ）

農業者Ｂ（5.0ｈａ）

20.0ha
（水稲（飼料用米15ha、主食用米5ha））

6

農業者Ａ（担い手）

20ha
（水稲（主食用米））

都道府県協議会特認

取組前後の状況

※ 地域の平均的な作付面積：水稲3ha
※ 機械規模は主食用米の面積も含めて決定。



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

水稲（主食用米）を作付けしていた農業者Ａは、これまで農業者Ｂ、Ｃが
個々に行っていた水稲（主食用米）の田植作業（田植機）、収穫・調製作業
（コンバイン）を集約。
農業者Ａは水稲（稲ＷＣＳ）に転換するための稲ＷＣＳ用専用機械を導入し、

水稲（稲ＷＣＳ）の生産コストを1割以上削減。
（26年産 ○○円/10a（水稲生産コスト）→ 28年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働時間の削減による。）

（参考）都道府県協議会が地域の低コスト生産のために特に必要と認める場合の要件
・ 主食用米からの転換により地利用型作物（飼料用米等の新規需要米、加工用米、大豆、
麦（四麦））の作付規模を拡大
・ 拡大後の作付面積（生産効率化プラン）が地域の平均的な作付面積の5倍以上
（ただし、条件不利地域は除く）
・ 機械作業の出し手となる2戸以上の農業者から機械作業を集約（又は3戸以上の基幹的
農業者で機械を共同利用）

・農業者Ａ（担い手）は水稲（稲ＷＣＳ）（16.0ha分）の収穫・調製作業に必要な稲ＷＣＳ専用機械（ロールベーラー、ラッピングマ
シーン）をリース導入。（機械リース1/2以内）

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｃで、田植機、コンバインを個々に所有。
（田植機、コンバイン 各3台）

・農業者Ａは水稲（稲ＷＣＳ）の収穫・調製作業に必要な
機械を新規リース導入。（ロールベーラー、ラッピングマ
シーン 各1台）

＜取組前＞

農業者Ａ（10.0ｈａ） 農業者Ｃ（3.0ｈａ）

農業者Ｂ（3.0ｈａ）

16.0ha
（水稲（ＷＣＳ））
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農業者Ａ（担い手）

16ha
（水稲（主食用米））

都道府県協議会特認

取組前後の状況

※ 地域の平均的な作付面積：水稲3ha



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

水稲（主食用米）を作付けしていた農業者Ａは、これまで農業者Ｂ、Ｃが
個々に行っていた水稲（主食用米）の田植作業（田植機）、収穫・調製作業
（コンバイン）を集約。
農業者Ａは水稲（加工用米（転換））の機械作業を集約するための機械を導

入し、水稲（加工用米）の生産コストを1割以上削減。
（26年産 ○○円/10a（水稲生産コスト） → 28年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働時間の削減による。）

（参考）都道府県協議会が地域の低コスト生産のために特に必要と認める場合の要件
・ 主食用米からの転換により地利用型作物（飼料用米等の新規需要米、加工用米、大豆、
麦（四麦））の作付規模を拡大
・ 拡大後の作付面積（生産効率化プラン）が地域の平均的な作付面積の5倍以上
（ただし、条件不利地域は除く）
・ 機械作業の出し手となる2戸以上の農業者から機械作業を集約（又は3戸以上の基幹的
農業者で機械を共同利用）

・農業者Ａ（担い手）は水稲（加工用米）（20ha分）の田植、収穫・調製作業に必要な機械（田植機、コンバイン、乾燥機）をリース導
入。（機械リース1/2以内）

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｃで、田植機、コンバイン、乾燥機を個々
に所有。（田植機、コンバイン、乾燥機 各3台）

・農業者Ａは、水稲（加工用米）の田植、収穫・調製作業
に必要な機械を新規リース導入。（田植機、コンバイン、
乾燥機 各1台）

＜取組前＞

農業者Ａ（10.0ｈａ） 農業者Ｃ（5.0ｈａ）

農業者Ｂ（5.0ｈａ）

20.0ha
（水稲（加工用米））
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農業者Ａ（担い手）

20ha
（水稲（主食用米））

都道府県協議会特認

取組前後の状況

※ 地域の平均的な作付面積：水稲4ha



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：水稲、小麦
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

水稲（主食用米）を作付けしていた農業者Ａは、これまで農業者Ｂ、Ｃが
個々に行っていた主食用米の全機械作業を集約。
農業者Ａは小麦（転換）を作付けするために小麦専用機械を導入し、小麦の

生産コストを1割以上削減。
（小 麦：26年産○○円/10a（小麦生産コスト）→ 28年産○○円/10a）
（主に農機具費、労働時間の削減による。）

（参考）都道府県協議会が地域の低コスト生産のために特に必要と認める場合の要件
・ 主食用米からの転換により地利用型作物（飼料用米等の新規需要米、加工用米、大豆、
麦（四麦））の作付規模を拡大
・ 拡大後の作付面積（生産効率化プラン）が地域の平均的な作付面積の5倍以上
（ただし、条件不利地域は除く）
・ 機械作業の出し手となる2戸以上の農業者から機械作業を集約（又は3戸以上の基幹的
農業者で機械を共同利用）

・農業者Ａ（担い手）は小麦（20ha分）の収穫作業に必要な小麦専用機械（コンバイン）をリース導入。（機械リース1/2以内）

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｃで、コンバイン及び乾燥機を個々に所有。
（コンバイン及び乾燥機 各3台）

・農業者Ａは、小麦の収穫作業に必要な小麦専用機械を新規
リース導入。（コンバイン 1台）
・調製作業は既存の麦乾燥調製施設を活用。

＜取組前＞

農業者Ａ（7.0ｈａ） 農業者Ｃ（6.5ｈａ）

農業者Ｂ（6.5ｈａ）

20.0ha
（小麦）
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農業者Ａ（担い手）

20ha
（水稲（主食用米））

都道府県協議会特認

取組前後の状況

※ 地域の平均的な作付面積：小麦4ha



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：大豆
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

水稲（主食用米）を作付けしていた農業者Ａは、これまで農業者Ｂ、Ｃが
個々に行っていた水稲（主食用米）の全機械作業を集約。
農業者Ａは大豆に転換するための大豆専用機械を導入し、大豆の生産コスト

を1割以上削減。
（26年産 ○○円/10a（大豆生産コスト）→ 28年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働時間の削減による。）

（参考）都道府県協議会が地域の低コスト生産のために特に必要と認める場合の要件
・ 主食用米からの転換により地利用型作物（飼料用米等の新規需要米、加工用米、大豆、
麦（四麦））の作付規模を拡大
・ 拡大後の作付面積（生産効率化プラン）が地域の平均的な作付面積の5倍以上
（ただし、条件不利地域は除く）
・ 機械作業の出し手となる2戸以上の農業者から機械作業を集約（又は3戸以上の基幹的
農業者で機械を共同利用）

・農業者Ａ（担い手）は大豆（18ha分）の播種作業及び収穫作業に必要な大豆専用機械（播種機、コンバイン）をリース導入。
（機械リース1/2以内）

取組前後の状況

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｃで、田植機、コンバイン及び乾燥機を
個々に所有。（田植機、コンバイン及び乾燥機 各3台）

・農業者Ａは、大豆の播種作業及び収穫作業に必要な大豆専
用機械を新規リース導入。（播種機、コンバイン 各1台）
・調製作業は既存の大豆乾燥調製施設を活用。

＜取組前＞

農業者Ａ（8.0ｈａ） 農業者Ｃ（5.0ｈａ）

農業者Ｂ（5.0ｈａ）

18.0ha
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農業者Ａ（担い手）

（大豆）

18ha
（水稲（主食用米））

都道府県協議会特認

※ 地域の平均的な作付面積：大豆3.5ha



攻めの農業実践緊急対策事業の取組事例

事業実施主体等 事業概要及び効果

事業名 ：効率的機械利用体系構築事業
事業実施主体：○○地域協議会
事業実施地区：○○県○○市
事業実施年度：平成27年度（目標年度28年度）
対象品目 ：小麦
事業費 ：○○百万円（うち国費○○百万円）

農業者Ａ～Ｃは新たに○○機械利用組合を設立し、これまで個々に行ってい
た水稲（主食用米）の全機械作業を集約。
○○機械利用組合は小麦に転換するための小麦専用機械を導入し、機械を共

同利用。これにより、小麦の生産コストを1割以上削減。
（26年産 ○○円/10a（小麦生産コスト）→ 28年産 ○○円/10a）
（主に農機具費、労働時間の削減による。）

（参考）都道府県協議会が地域の低コスト生産のために特に必要と認める場合の要件
・ 主食用米からの転換により地利用型作物（飼料用米等の新規需要米、加工用米、大豆、
麦（四麦））の作付規模を拡大
・ 拡大後の作付面積（生産効率化プラン）が地域の平均的な作付面積の5倍以上
（ただし、条件不利地域は除く）
・ 機械作業の出し手となる2戸以上の農業者から機械作業を集約（又は3戸以上の基幹的
農業者で機械を共同利用）

・○○機械利用組合は小麦（20ha分）の播種作業及び収穫作業に必要な小麦専用機械（播種機、コンバイン）をリース導入。
（機械リース1/2以内）

取組前後の状況

助成金の活用状況

＜取組後＞

・農業者Ａ～Ｃで、田植機、コンバイン及び乾燥機を
個々に所有。（田植機、コンバイン及び乾燥機 各3台）

・○○機械利用組合は、小麦の播種作業及び収穫作業に必
要な小麦専用機械を新規リース導入。（播種機、コンバイ
ン 各1台）
・調製作業は既存の小麦乾燥調製施設を活用。

＜取組前＞

農業者Ａ（10.0ｈａ） 農業者Ｃ（5.0ｈａ）

農業者Ｂ（5.0ｈａ）

20.0ha
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○○機械利用組合（担い手）

（小麦）

20ha
（水稲（主食用米））

都道府県協議会特認

※ 地域の平均的な作付面積：小麦4ha




